
　
　

地
下
水
は
生
活
・
農
業
・
工
業

用
水
等
に
使
わ
れ
て
お
り
、
私
た

ち
の
生
活
に
は
必
要
不
可
欠
で
す
。

「
香
南
市
地
下
水
涵
養
モ
デ
ル
事

業
」を
活
用
し
て
、地
下
水
の
保
全

に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象
者　

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
農

業
を
営
ん
で
い
る
方

■
補
助
対
象　

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に

降
っ
た
雨
水
を
地
下
浸
透
さ
せ
る

た
め
の
施
設
設
置
に
要
す
る
経
費

■
補
助
率

　
●　

上
水
道
ま
た
は
工
業
用
水
道
の

井
戸
か
ら
半
径
500
メ
ー
ト
ル
以
内

の
農
地
…
10
分
の
10
以
内
（
上
限

100
万
円
）

　
●　

そ
の
他
の
農
地
…
２
分
の
１
以

内（
上
限
50
万
円
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

　　
４
月
は
引
っ
越
し
や
就
職
、退
職

な
ど
に
よ
り
、
保
険
内
容
が
変
わ

る
方
が
多
い
時
期
で
す
。
手
続
き

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、ど
の
手

続
き
に
も
本
人
確
認
書
類
と
併
せ

て
世
帯
主
と
対
象
者
の
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
必
要
で
す
。

■
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　　

国
保
税
は
加
入
の
届
け
出
を
し

た
月
か
ら
で
は
な
く
、加
入
資
格
を

得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、
保
険

証
が
な
い
た
め
、そ
の
間
の
医
療
費

は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
喪
失
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
…

　　

返
却
す
べ
き
国
保
被
保
険
者
証

を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た

場
合
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療
費

を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。ま
た
、
国
保
と
ほ
か
の
健

康
保
険
の
両
方
に
加
入
し
た
状
態

で
は
、保
険
料
を
二
重
に
支
払
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
保
税
は
、５
年
を

経
過
し
た
分
は
時
効
に
よ
り
還
付
で
き
な

く
な
り
ま
す

■
こ
ん
な
と
き
↓
必
要
な
も
の

　
●　

職
場
の
健
康
保
険
（
被
扶
養
者

を
含
む
）に
加
入
し
た
↓
全
員
の

新
し
い
健
康
保
険
証
・
香
南
市
国

保
被
保
険
者
証

　
●　

職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
（
被

扶
養
者
を
含
む
）
を
喪
失
し
た
↓

職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失

日
・
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
日
の

分
か
る
書
類

　
●　

転
入
し
た
↓
転
出
証
明
書

　
●　

転
出
し
た
↓
香
南
市
国
保
被
保

険
者
証

　
●　

修
学
の
た
め
に
転
出
す
る
↓
学

生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

※
修
学
の
た
め
に
転
出
す
る
学
生
は
、
修

学
特
例
の
届
け
出
を
行
う
こ
と
で
、
転
出

後
も
香
南
市
国
保
被
保
険
者
証
を
使
用
で

き
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

高
知
県
か
ら
飲
食
店
等
に
対
し

て
、令
和
４
年
２
月
12
日
か
ら
３
月

６
日
ま
で
営
業
時
間
の
短
縮
要
請

が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
要
請
に
応

じ
て
、
営
業
時
間
の
短
縮
等
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
市
内
の
飲
食
店

等
の
事
業
者
に
対
し
て
、
市
独
自

の
協
力
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

　　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
事
業
者

①
市
内
に
営
業
時
間
短
縮
要
請
の

対
象
施
設
を
有
し
て
い
る
こ
と

②
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請

協
力
金
（
第
２
期　

ま
ん
延
防
止
）

を
受
給
し
て
い
る
こ
と

③
営
業
時
間
短
縮
の
要
請
を
行
っ

た
日
以
前
か
ら
法
令
等
で
定
め
る

営
業
に
必
要
な
許
可
等
を
取
得
し

て
い
る
こ
と

④
今
後
も
市
内
で
事
業
を
継
続
す

る
意
思
が
あ
る
こ
と

■
支
給
額　

営
業
時
間
短
縮
要
請

に
協
力
し
た
日
数
（
23
日
間
）
×

１
万
円
＝
23
万
円

■
必
要
書
類

①
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

②
誓
約
書

③
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請

協
力
金
（
第
２
期　

ま
ん
延
防
止
）

支
給
決
定
通
知
書
の
写
し

④
通
帳
（
口
座
番
号
等
が
確
認
で

き
る
部
分
）の
写
し

⑤
本
人
確
認
書
類
（
個
人
事
業
者

の
み
）の
写
し

■
申
請
方
法　

申
請
書
は
原
則
郵

送
で
受
け
付
け
ま
す
。
申
請
書
等

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、本
庁
舎
・

各
支
所
等
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
申
請
期
間

　　
４
月
４
日（
月
）〜
７
月
29
日（
金
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
商
工
観
光
課

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・

更
新
手
続
き
を
月
１
回
、
日
曜
日

に
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は

事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
程　
４
月
24
日（
日
）
、５
月
15

日（
日
）、６
月
26
日（
日
）

※
７
月
以
降
の
休
日
の
開
庁
日
に
つ
い
て
は

広
報
７
月
号
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
令
和
４
年
４
月
１

日
か
ら
民
法
の
成
年
年
齢
が
20
歳

か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。そ
れ
に
伴
い
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
も
次

の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
申
請
受
付
日
が
令
和
４
年
４
月

１
日
よ
り
前
の
場
合

　
　

20
歳
以
上
の
方
の
有
効
期
間

10
年（
そ
れ
未
満
は
５
年
）

▼
申
請
受
付
日
が
令
和
４
年
４
月

１
日
以
降
の
場
合

　
　

18
歳
以
上
の
方
の
有
効
期
間

10
年（
そ
れ
未
満
は
５
年
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

年
令
的
な
こ
と
も
あ
り
　「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
」　
お
ふ
た
り
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
目
が
と
ま
り
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
の
自
分
の
人
生
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

暗
い
ニ
ュ
ー
ス
の
多
い
な
か
、３
月
号
の
表
紙
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
写
真
に
和
ま
さ
れ
ま
し
た
。
新
市
長
さ
ん
の
言
葉
に
も
、
明
る
い
未
来
へ
の
希
望
を
持
て
ま
し
た
。〝
共
生
社
会
〞
ま
ず
は
自
分
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

O
その他その他

o t h e r s

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　
　

休
日
交
付
・
更
新
手
続
き

　

香
南
市
営
業
時
間
短
縮
要
請

　

協
力
金
の
申
請
受
け
付
け

身体障害者等の方の
軽自動車税（種別割）減免制度

❶身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療
　　育手帳・精神障害者保健福祉手帳

❷自動車検査証または写し

❸運転免許証（軽自動車等の運転者）
　　または写し

❹マイナンバーが確認できる書類
　　　　　　　　　　　（マイナンバーカード等）
●　　障害者本人が申請する場合…
　　　　　　　マイナンバーカード等が必要
●　　代理人が申請する場合…障害者本人

の申請に必要なものに加え、代理の方の

本人確認ができる運転免許証などの顔

写真付身分証明書の写し、委任状が必要

❶身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方（障害者認定を受けた
部位や等級によって減免の可否が異なりますので、お問い合わせください）

❷知的障害者の方は、療育手帳Ａ１、Ａ２判定の等級の交付を受けている方
❸精神障害者の方は、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方

4月1日（金）～
5月31日（火）※厳守

※普通自動車税（種別割）の減免を受ける方は、軽自動車税（種別割）の減免を申

請することはできません。普通自動車税（種別割）減免制度のお問い合わせ、

および減免申請は中央東県税事務所（☎０８８-８６６-８５１０）へ

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷

病者手帳のいずれかの交付を受けている方が対象になります。

自 動 車 の 所 有 者 ※１ 運 転 者 車両使用の内容

身体障害者本人

身体障害者の方（１８歳未満）・

知的障害者の方・精神障害

者の方、またはその方と生計

を同一にする方　※２

身体障害者本人 移動のため

台数等

１台

車種は

自家用

のもの

身体障害者等の

方と生計を同一

にする方または

障害者等の方を

常時介護する方
　　　　　　※３

身体障害者等の

方の通院・通学

（通園）・通所・通

勤のための送迎

※１　「所有者」…原則として、所有者が身体障害者の方の名義であること（＝身体障害
　　　　　者の方が軽自動車税《種別割》　の納税義務者になっていること）

※２　「生計を同一にする方」…同居の親族が条件（別居の場合は、扶養の関係が確認さ
　　　　　　　　　　れる場合のみ対象）

※３　「常時介護する方」…障害者の方の通院等のために継続して日常的（週１日以上、も
　　　　　　　　　　　しくは月４日以上）に運転する方

★申請は毎年必要です。

前年減免認定を受けた方も

必ず申請してください。

※前年減免認定を受けた方には、

申請様式を４月上旬に送付します

市役所 税務収納課 市民税係

　　　　　　　　　　　　　　☎５７-８５０４

減免の対
象

減免の要
件

N
年 金

N at i o n a l
P e n s i o n

年 金

広告

　　４月２４日（日）に開催を予定していた「第６5回土佐赤岡どろめ祭

り」は、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多く

の来場者や関係者の皆さまの健康と安全面を第一に考慮した結

果、やむなく中止することとしました。開催を楽しみにしていた皆さまに

は大変申し訳ありせんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

■問い合わせ／土佐赤岡どろめ祭り実行委員会事務局
　　　　　　（市役所商工観光課）☎５０-３０１３

「土佐赤岡どろめ祭り」開催中止のお知らせ「土佐赤岡どろめ祭り」開催中止のお知らせ

　
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　
　

有
効
期
間
の
取
扱
い
変
更

N
年 金

N at i o n a lNNP e nNN
年 金年 金年 金

A
農 業

agriculture

農 業

　
　

国
保
の
手
続
き
は
２
週
間

　
　

以
内
に
行
い
ま
し
ょ
う

N
国 保

national
health insurance

国 保

　
　
　

地
下
水
を

　
　
　

守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う

今年度から受付期間が納期限

までに変更になりました !

受受受付期
間

申請に必要なもの

問い合わせ

　お墓を新しく建てたり、既存のお墓から遺骨等を改めてお墓やお寺に

納骨する場合（改葬）には、個人・宗教法人等を問わず事前協議や許可が

必要です（墓地・埋葬に関する法律第１０条等）。

　特に、用地が農用地の場合は、事前に農業委員会で別途手続きが必

要です。また、個人や不動産業者・石材店等が墓地として造成し、分譲

することはできません。

お墓お墓を建てる建てる

場合場合や改葬する改葬する

場合は合は許可が

　必要で必要です！

納

必

●　問い合わせ　●　　環境対策課　☎５７-８５０８

▶提出先／税務収納課・各支所窓口

15２０２２.４ 14 ２０２２.４


